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科目別
択択 マスター

基本テキストを通読しただけでは理解しにくい箇所や、わかっているつもりになっている
がしっかりと理解できていないことが多い箇所について、毎月１科目、五肢択一式問題演
習の形式で詳しく解説します。さらに重要なポイントは動画＆音声で解説！

一
音声ダウンロード

〔問　１〕　国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問に

おいて、いずれの者も「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生

労働省令で定める者」には該当しないものとする。

ア	 日本国籍を有しない20歳以上60歳未満の者が留学のために日本国内に住所を有
するに至った場合、その者は、所定の要件に該当する限り、留学中の間であっても、
第１号被保険者となる。

イ	 厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者が20歳未満である場合、その者が
20歳に達するまでの間は、第２号被保険者とはならない。

ウ	 65歳の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権者は、その者が厚生年金保険の被
保険者であっても、第２号被保険者とはならない。

エ	 第１号被保険者の配偶者であって主として当該第１号被保険者の収入により生計
を維持する20歳以上60歳未満のものは、所定の要件に該当する限り、第３号被保
険者となる。

オ	 第３号被保険者がボランティア活動の目的で一時的に海外に渡航することとなっ
たときは、引き続き第２号被保険者の収入により生計を維持する場合でも、その者
は、第３号被保険者ではなくなる。

Ａ　一つ　　　　Ｂ　二つ　　　　Ｃ　三つ　　　　Ｄ　四つ　　　　Ｅ　五つ

国民年金法
第5回／全8回
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〔科目別 択一マスター〕

●強制被保険者の概要

第１号被保険者 自営業者・学生等

第２号被保険者 サラリーマン・公務員等

第３号被保険者 第２号被保険者の被扶養配偶者

□強制被保険者には、国籍要件は問われません（一部の者に例外あり）。

⑴　第１号被保険者

条文
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって第２号及び第３号のいずれに

も該当しないもの（厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他こ
の法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く）
は、国民年金の第１号被保険者とする。

ここをチェック！
□第１号被保険者は、国内居住要件及び年齢要件が問われます。
□「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」とは、厚生年金保険法に基づく老齢又は退職を支
給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令
で定めるものをいいます。
□「この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者」とは、次の者です（＊「第３号被保
険者」において同じ）。

○ 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定め
る活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷
害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続
して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする
活動を行うもの（医療滞在ビザで来日した者）

○ 日本の国籍を有しない者であって、入管法の規定に基づく活動として法務大臣が定め
る活動のうち、本邦において１年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類
似する活動を行うもの（観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者）

アドバイス！ちょっと

□厚生年金保険法による老齢給付等の受給権者は、第１号被保険者から除外されます。
	 	 ↓ 具体的に…

60歳未満で老齢給付等の受給権者となる場合とは、一定以上の坑内員・船員期間を有す
る「特別支給の老齢厚生年金」の受給権者である。なお、障害給付や遺族給付の年金受給
権者については、適用除外とされていない。


